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○

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
、
職
業
紹

介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す
る
た
め
の
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働
省
告
示
第
百
四
十
一
号)

（
抄
）(

第
一
条
関
係)

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事

情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う

業
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い

と
す
る
者
等
が
均
等
待
遇
、
労
働
条
件
等
の
明
示
、
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取

、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
等
に
関
し
て
適
切
に
対

扱
い
、
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
、
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
、
労
働
者
の
募
集

処
す
る
た
め
の
指
針

を
行
う
者
等
の
責
務
、
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
等
に
関
し
て
適
切
に
対
処
す

る
た
め
の
指
針

第
一

趣
旨

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、
第
五
条
の
三

こ
の
指
針
は
、
職
業
安
定
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
、
第
五
条
の
三

、
第
五
条
の
四
、
第
三
十
三
条
の
五
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
二
条
の
二
及
び
第
四

、
第
五
条
の
四
、
第
三
十
三
条
の
五
及
び
第
四
十
二
条
に
定
め
る
事
項
等
に
関
し
、

十
五
条
の
二
に
定
め
る
事
項
等
に
関
し
、
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事
業

募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
、
労
働
者
供
給

者
等
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

事
業
者
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
等
が
適
切
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
第
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
職
業
紹
介
事
業
者
、
求
人
者
、
労
働
者
の

ま
た
、
法
第
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行

募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
、
労
働
者
供
給
事
業
者
及
び
労
働
者
供
給
を
受
け
よ

う
者
、
募
集
受
託
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
（
以
下
「
職
業
紹
介
事
業
者
等
」
と

う
と
す
る
者
（
以
下
「
職
業
紹
介
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関

い
う
。
）
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
事
項
と
併
せ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
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す
る
必
要
な
事
項
と
併
せ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律

関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
遵
守
等
に
つ
い
て
も
定
め
た
も

第
五
十
七
号
）
の
遵
守
等
に
つ
い
て
も
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。

第
二

（
略
）

第
二

（
略
）

第
三

法
第
五
条
の
三
及
び
法
第
四
十
二
条
に
関
す
る
事
項
（
労
働
条
件
等
の
明
示
及

第
三

法
第
五
条
の
三
及
び
法
第
四
十
二
条
に
関
す
る
事
項
（
労
働
条
件
等
の
明
示
及

び
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
）

び
募
集
内
容
の
的
確
な
表
示
）

一

職
業
紹
介
事
業
者
等
に
よ
る
労
働
条
件
等
の
明
示

職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
求
職
者
、

職
業
紹
介
事
業
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
募
集
受
託
者
及
び
労
働
者

募
集
に
応
じ
て
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
供
給
さ
れ
る
労
働
者
（
以
下
「
求

(一)
供
給
事
業
者
は
、
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
求
職
者
、
募
集

職
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
及
び
労
働
条

に
応
じ
て
労
働
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
又
は
供
給
さ
れ
る
労
働
者
（
以
下
「
求

件
（
以
下
「
労
働
条
件
等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ

職
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
及
び
賃
金
、
労
働

る
事
項
に
配
慮
す
る
こ
と
。

時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
（
以
下
「
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
」
と
い
う
。

一

明
示
す
る
労
働
条
件
等
は
、
虚
偽
又
は
誇
大
な
内
容
と
し
な
い
こ
と
。

）
を
可
能
な
限
り
速
や
か
に
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

求
職
者
等
に
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
労
働
条
件
等
の
水
準

求
人
者
は
求
人
の
申
込
み
に
当
た
り
公
共
職
業
安
定
所
、
特
定
地
方
公
共
団

、
範
囲
等
を
可
能
な
限
り
限
定
す
る
こ
と
。

(二)
体
又
は
職
業
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
あ

三

求
職
者
等
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
に
関
し
て
は
、
職
場
環
境
を
含
め
、
可

ら
か
じ
め
労
働
者
供
給
事
業
者
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
第
五
条
の
三
第
二
項

能
な
限
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
明
示
す
る
こ
と
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

四

労
働
時
間
に
関
し
て
は
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
る

い
こ
と
。

労
働
、
休
憩
時
間
、
休
日
等
に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
。

職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、

又
は

に
よ
り
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を

五

賃
金
に
関
し
て
は
、
賃
金
形
態
（
月
給
、
日
給
、
時
給
等
の
区
分
）
、
基
本
給

(三)

(一)

(二)

明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
、
通
勤
手
当
、
昇
給
に
関
す
る
事
項
等
に
つ
い
て

こ
と
。

明
示
す
る
こ
と
。

イ

明
示
す
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
は
、
虚
偽
又
は
誇
大
な
内
容
と
し

六

明
示
す
る
労
働
条
件
等
の
内
容
が
労
働
契
約
締
結
時
の
労
働
条
件
等
と
異
な
る
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な
い
こ
と
。

こ
と
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
明
示
す
る
と
と
も
に
、

ロ

労
働
時
間
に
関
し
て
は
、
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
、
所
定
労
働
時
間
を
超

労
働
条
件
等
が
既
に
明
示
し
た
内
容
と
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

え
る
労
働
、
休
憩
時
間
、
休
日
等
に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
労
働

明
示
を
受
け
た
求
職
者
等
に
速
や
か
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
の

七

労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
は
、
労
働
条
件
等
の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
労
働

規
定
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
時
間
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
場
合
又

条
件
等
の
事
項
の
一
部
を
別
途
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
併
せ

は
同
法
第
三
十
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
時

て
明
示
す
る
こ
と
。

間
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
場
合
は
、
そ
の
旨
を
明
示
す
る
こ
と
。

ハ

賃
金
に
関
し
て
は
、
賃
金
形
態
（
月
給
、
日
給
、
時
給
等
の
区
分
）
、
基

本
給
、
定
額
的
に
支
払
わ
れ
る
手
当
、
通
勤
手
当
、
昇
給
に
関
す
る
事
項
等

に
つ
い
て
明
示
す
る
こ
と
。
ま
た
、
一
定
時
間
分
の
時
間
外
労
働
、
休
日
労

働
及
び
深
夜
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
を
定
額
で
支
払
う
こ
と
と
す
る
労
働

契
約
を
締
結
す
る
仕
組
み
を
採
用
す
る
場
合
は
、
名
称
の
い
か
ん
に
か
か
わ

ら
ず
、
一
定
時
間
分
の
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
及
び
深
夜
労
働
に
対
し
て

定
額
で
支
払
わ
れ
る
割
増
賃
金
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
固
定
残
業
代
」

と
い
う
。
）
に
係
る
計
算
方
法
（
固
定
残
業
代
の
算
定
の
基
礎
と
し
て
設
定

す
る
労
働
時
間
数
（
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
「
固
定
残
業
時
間
」
と
い
う
。

）
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
固
定
残
業
代
を
除
外
し

た
基
本
給
の
額
、
固
定
残
業
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
及
び

深
夜
労
働
分
に
つ
い
て
の
割
増
賃
金
を
追
加
で
支
払
う
こ
と
等
を
明
示
す
る

こ
と
。

ニ

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
契

約
が
試
み
の
使
用
期
間
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
該
試
み
の

使
用
期
間
の
終
了
後
の
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
で
は
な
く
、
当
該
試
み
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の
使
用
期
間
に
係
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
明
示
す
る
こ
と
。

職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、

又
は

に
よ
り
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を

(四)

(一)

(二)

明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

イ

原
則
と
し
て
、
求
職
者
等
と
最
初
に
接
触
す
る
時
点
ま
で
に
従
事
す
べ
き

業
務
の
内
容
等
を
明
示
す
る
こ
と
。
な
お
、

ロ
後
段
及
び

ハ
後
段
に
係

(三)

(三)

る
内
容
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
特
に
留
意
す
る
こ
と
。

ロ

従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
の
事
項
の
一
部
を
や
む
を
得
ず
別
途
明
示
す

る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
併
せ
て
明
示
す
る
こ
と
。

職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、

又
は

に
よ
り
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を

(五)

(一)

(二)

明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
こ
と
。

イ

求
職
者
等
に
具
体
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
従
事
す
べ
き
業

務
の
内
容
等
の
水
準
、
範
囲
等
を
可
能
な
限
り
限
定
す
る
こ
と
。

ロ

求
職
者
等
が
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
に
関
し
て
は
、
職
場
環
境
を
含
め

、
可
能
な
限
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
明
示
す
る
こ
と
。

ハ

明
示
す
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
が
労
働
契
約
締
結
時
の
従
事
す
べ

き
業
務
の
内
容
等
と
異
な
る
こ
と
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨

を
併
せ
て
明
示
す
る
と
と
も
に
、
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
が
既
に
明
示

し
た
内
容
と
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
明
示
を
受
け
た
求
職

者
等
に
速
や
か
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

広
告
等
に
よ
り
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募
集
受
託
者
は
、
法
第
四
十

(六)
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
募
集
に
係
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等

を
明
示
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
募
集
に
応
じ
よ
う
と
す
る
労
働
者
に
誤
解

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る
等
そ
の
的
確
な
表
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示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
募
集
情
報
等
提

供
事
業
を
行
う
者
を
し
て
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
を
労
働
者
と
な
ろ
う

と
す
る
者
に
提
供
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を

行
う
者
の
協
力
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者

及
び
募
集
受
託
者
は
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
か
ら
二

の
依
頼
等

(一)

が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
情
報
を
適
正
な
も
の
と
す
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

二

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
に
よ
る
募
集
情
報
の
提
供

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
又
は
募
集

(一)
受
託
者
の
依
頼
を
受
け
提
供
す
る
情
報
（
以
下
「
募
集
情
報
」
と
い
う
。
）
が

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
募
集
情
報
を
変
更
す
る

よ
う
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
又
は
募
集
受
託
者
に
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
労

働
者
の
募
集
を
行
う
者
又
は
募
集
受
託
者
が
当
該
依
頼
に
応
じ
な
い
場
合
は
当

該
募
集
情
報
を
提
供
し
な
い
こ
と
と
す
る
等
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

イ

公
衆
衛
生
又
は
公
衆
道
徳
上
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
目
的
の
募
集
情
報

ロ

そ
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
募
集
情
報

ハ

実
際
の
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
と
相
違
す
る
内
容
を
含
む
募
集
情
報

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
募
集
情
報
が

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

(二)

(一)

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
者
の
募
集
を

行
う
者
又
は
募
集
受
託
者
に
対
し
、
当
該
募
集
情
報
が

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の

(一)

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
こ
と
。

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
又
は
募
集

(三)
受
託
者
の
承
諾
を
得
る
こ
と
な
く
募
集
情
報
を
改
変
し
て
提
供
し
て
は
な
ら
な
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い
こ
と
。

三

求
人
者
等
に
よ
る
労
働
条
件
等
の
変
更
等
に
係
る
明
示

求
人
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
及
び
労
働
者
供
給
を
受
け
よ
う
と
す
る

(一)
者
（
以
下
「
求
人
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
紹
介
さ
れ
た
求
職
者
、
募
集
に
応
じ
て
労
働
者
に
な
ろ

う
と
す
る
者
又
は
供
給
さ
れ
る
労
働
者
（

に
お
い
て
「
紹
介
求
職
者
等
」
と

(三)

い
う
。
）
と
労
働
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
者

に
対
し
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
明
示
さ
れ
た
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容

等
（
以
下
こ
の
三
に
お
い
て
「
第
一
項
明
示
」
と
い
う
。
）
を
変
更
し
、
特
定

し
、
削
除
し
、
又
は
第
一
項
明
示
に
含
ま
れ
な
い
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等

を
追
加
す
る
場
合
は
、
当
該
契
約
の
相
手
方
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当

該
変
更
し
、
特
定
し
、
削
除
し
、
又
は
追
加
す
る
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等

（

に
お
い
て
「
変
更
内
容
等
」
と
い
う
。
）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(三)
こ
と
。

法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
明
示
に
つ
い
て
、
一

ロ
に
よ
り

(二)

(四)

、
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
の
事
項
の
一
部
（
以
下
こ
の

に
お
い
て
「
当

(二)

初
明
示
事
項
」
と
い
う
。
）
が
明
示
さ
れ
、
別
途
、
当
初
明
示
事
項
以
外
の
従

事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
の
事
項
が
明
示
さ
れ
た
場
合
は
、
当
初
明
示
事
項
を

第
一
項
明
示
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
。

求
人
者
等
は
、

の
明
示
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
紹
介
求
職
者
等
が
変
更

(三)

(一)

内
容
等
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
明
示
方
法
を
と
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
そ
の
際
、
次
の
イ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
ロ
な
ど
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
。
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イ

第
一
項
明
示
と
変
更
内
容
等
と
を
対
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
面
を
交
付

す
る
こ
と
。

ロ

労
働
基
準
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
書
面
に
お

い
て
、
変
更
内
容
等
に
下
線
を
引
き
、
若
し
く
は
着
色
し
、
又
は
変
更
内
容

等
を
注
記
す
る
こ
と
。
な
お
、
第
一
項
明
示
の
一
部
の
事
項
を
削
除
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
削
除
さ
れ
る
前
の
当
該
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
も
併

せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

求
人
者
等
は
、
締
結
し
よ
う
と
す
る
労
働
契
約
に
係
る
従
事
す
べ
き
業
務
の

(四)
内
容
等
の
調
整
が
終
了
し
た
後
、
当
該
労
働
契
約
を
締
結
す
る
か
ど
う
か
紹
介

求
職
者
等
が
考
え
る
時
間
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に

の
(一)

明
示
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

の
明
示
を
受
け
た
紹
介
求
職
者
等
か
ら
、
第
一

(一)

項
明
示
を
変
更
し
、
特
定
し
、
削
除
し
、
又
は
第
一
項
明
示
に
含
ま
れ
な
い
従

事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
追
加
す
る
理
由
等
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
場
合
に

は
、
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
。

第
一
項
明
示
は
、
そ
の
ま
ま
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

(五)
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
第
一
項
明
示
を
安
易
に
変
更
し
、
削
除
し
、

又
は
第
一
項
明
示
に
含
ま
れ
な
い
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
追
加
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
。

学
校
卒
業
見
込
者
等
（
青
少
年
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

(六)
十
五
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
学
校
卒
業
見
込
者
等
を
い

う
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
に
配
慮
が
必
要
で
あ

(六)

る
こ
と
か
ら
、
第
一
項
明
示
を
変
更
し
、
削
除
し
、
又
は
第
一
項
明
示
に
含
ま

れ
な
い
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
追
加
す
る
こ
と
（
一

ロ
に
よ
り
、
従

(四)
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事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
の
一
部
を
や
む
を
得
ず
別
途
明
示
す
る
こ
と
と
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
別
途
明
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
項
を
追
加
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
学
校
卒
業
見
込

者
等
を
労
働
さ
せ
、
賃
金
を
支
払
う
旨
を
約
し
、
又
は
通
知
す
る
ま
で
に
、
法

第
五
条
の
三
第
一
項
及
び

の
明
示
が
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

(一)

と
。法

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
明
示
が
法
の
規
定
に
抵
触
す
る
も

(七)
の
で
あ
っ
た
場
合
、

の
明
示
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

(一)

明
示
が
適
切
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

求
人
者
等
は
、
第
一
項
明
示
を
変
更
し
、
削
除
し
、
又
は
第
一
項
明
示
に
含

(八)
ま
れ
な
い
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
等
を
追
加
し
た
場
合
は
、
求
人
票
等
の
内

容
を
検
証
し
、
修
正
等
を
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

四

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

理
由
の
適
切
な
提
示

職
業
紹
介
事
業
者
、
募
集
受
託
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
高
年
齢
者
等

の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十

四
号
）
第
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
、
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号

）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
の
提
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
理
由
を

求
職
者
等
に
対
し
て
、
適
切
に
提
示
す
べ
き
こ
と
。

五

公
共
職
業
安
定
所
の
求
人
情
報
の
転
載

公
共
職
業
安
定
所
が
受
理
し
た
求
人
の
情
報
を
転
載
す
る
場
合
は
、
出
所
を
明

記
す
る
と
と
も
に
、
転
載
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
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を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
求
人
情
報
の
更
新
を
随
時
行
い
、

最
新
の
内
容
に
す
る
こ
と
。

第
四

法
第
五
条
の
四
に
関
す
る
事
項
（
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

第
四

法
第
五
条
の
四
に
関
す
る
事
項
（
求
職
者
等
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

個
人
情
報
の
適
正
な
管
理

二

個
人
情
報
の
適
正
な
管
理

（
略
）

（
略
）

(一)

(一)

職
業
紹
介
事
業
者
等
が
、
求
職
者
等
の
秘
密
に
該
当
す
る
個
人
情
報
を
知
り

職
業
紹
介
事
業
者
等
が
、
求
職
者
等
の
秘
密
に
該
当
す
る
個
人
情
報
を
知
り

(二)

(二)

得
た
場
合
に
は
、
当
該
個
人
情
報
が
正
当
な
理
由
な
く
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と

得
た
場
合
に
は
、
当
該
個
人
情
報
が
正
当
な
理
由
な
く
他
人
に
知
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
厳
重
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

の
な
い
よ
う
、
厳
重
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
な
お
、
有
料

職
業
紹
介
事
業
者
は
特
に
厳
重
な
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

・

（
略
）

・

（
略
）

(三)

(四)

(三)

(四)

三

（
略
）

三

（
略
）

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

第
五

法
第
三
十
三
条
の
五
に
関
す
る
事
項
（
職
業
紹
介
事
業
者
の
責
務
）
等

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

求
職
者
又
は
求
人
者
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理

三

求
職
者
等
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
職
業
安
定
機
関
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
他
の
職
業

職
業
紹
介
事
業
者
等
は
、
職
業
安
定
機
関
、
特
定
地
方
公
共
団
体
及
び
他
の
職

紹
介
事
業
者
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
当
該
事
業
に
係
る
求
職
者
又
は
求
人
者
か
ら

業
紹
介
事
業
者
等
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
当
該
事
業
に
係
る
求
職
者
等
か
ら
の
苦

の
苦
情
（
あ
っ
せ
ん
を
行
っ
た
後
の
苦
情
を
含
む
。
）
を
迅
速
、
適
切
に
処
理
す

情
を
迅
速
、
適
切
に
処
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
改
善
向
上
に
努
め
る
こ

る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
改
善
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

と
。

四

職
業
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の
早
期
離
職
等
に
関
す
る
事
項

四

職
業
紹
介
事
業
に
係
る
適
正
な
許
可
の
取
得

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
（
期
間
の
定
め
の
な

求
人
者
に
紹
介
す
る
た
め
求
職
者
を
探
索
し
た
上
当
該
求
職
者
に
就
職
す
る
よ

(一)
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い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
就
職
し
た
日
か
ら
二

う
勧
奨
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
求
職
の
申
込
み
を
し
た
者
を
あ
っ
せ
ん
す
る
い
わ
ゆ

年
間
、
転
職
の
勧
奨
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

る
ス
カ
ウ
ト
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
場
合
は
、
職
業
紹
介
事
業
に
含
ま
れ
る
も

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
返
戻
金
制
度
（
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和

の
で
あ
り
、
当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
は
、
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
取
得
す
る

(二)
二
十
二
年
労
働
省
令
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規

必
要
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
業
の
う
ち
、
教

定
す
る
返
戻
金
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

育
訓
練
、
相
談
、
助
言
等
の
み
な
ら
ず
、
職
業
紹
介
を
行
う
事
業
は
職
業
紹
介
事

と
。

業
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
は
、
職
業
紹
介
事
業
の

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
求
職

許
可
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

(三)
者
に
対
し
て
手
数
料
に
関
す
る
事
項
を
明
示
す
る
場
合
、
求
職
者
か
ら
徴
収
す

る
手
数
料
に
関
す
る
事
項
及
び
求
人
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
に
関
す
る
事
項

を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
職
業
紹
介
事
業
者
は
、
同
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
返
戻
金
制
度
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
求
人
者
及
び
求
職

者
に
対
し
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

五

職
業
紹
介
事
業
に
係
る
適
正
な
許
可
の
取
得

（
新
設
）

求
人
者
に
紹
介
す
る
た
め
求
職
者
を
探
索
し
た
上
当
該
求
職
者
に
就
職
す
る

(一)
よ
う
勧
奨
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
求
職
の
申
込
み
を
し
た
者
を
あ
っ
せ
ん
す
る
い

わ
ゆ
る
ス
カ
ウ
ト
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
場
合
は
、
職
業
紹
介
事
業
の
許
可

等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ア
ウ
ト
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
業
の
う

ち
、
教
育
訓
練
、
相
談
、
助
言
等
の
み
な
ら
ず
、
職
業
紹
介
を
行
う
事
業
は
職

業
紹
介
事
業
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
は
、
職
業

紹
介
事
業
の
許
可
等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
場
合
は
、
職
業
紹
介

(二)
事
業
の
許
可
等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
宣
伝
広
告
の
内
容
、
求
人
者
又

は
求
職
者
と
の
間
の
契
約
内
容
等
か
ら
判
断
し
て
、
求
人
者
に
求
職
者
を
、
若
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し
く
は
求
職
者
に
求
人
者
を
あ
っ
せ
ん
す
る
行
為
を
事
業
と
し
て
行
う
も
の
で

あ
り
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
は
そ
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
全
体
と
し
て
職
業
紹
介
事
業
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該

事
業
を
行
う
た
め
に
は
、
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
等
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

イ

提
供
さ
れ
る
求
職
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
求
人
に
関
す
る
情
報
の
内

容
又
は
提
供
相
手
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
的
に
設
定
さ
れ
た
客
観
的

な
条
件
に
基
づ
く
こ
と
な
く
当
該
者
の
判
断
に
よ
り
選
別
又
は
加
工
を
行
う

こ
と
。

ロ

当
該
者
か
ら
、
求
職
者
に
対
す
る
求
人
に
関
す
る
情
報
に
係
る
連
絡
又
は

求
人
者
に
対
す
る
求
職
者
に
関
す
る
情
報
に
係
る
連
絡
を
行
う
こ
と
。

ハ

求
職
者
と
求
人
者
と
の
間
の
意
思
疎
通
を
当
該
者
を
介
し
て
中
継
す
る
場

合
に
、
当
該
意
思
疎
通
の
内
容
に
加
工
を
行
う
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
削
る
）

七

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

理
由
の
適
切
な
提
示

職
業
紹
介
事
業
者
、
募
集
受
託
者
及
び
労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
高
年
齢
者
等

の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十

四
号
）
第
六
条
の
五
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
に
よ
り
、
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号

）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
の
提
示
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
理
由
を

求
職
者
等
に
対
し
て
、
適
切
に
提
示
す
べ
き
こ
と
。

八

適
正
な
宣
伝
広
告
等
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

職
業
安
定
機
関
そ
の
他
公
的
機
関
と
関
係
を
有
し
な
い
職
業
紹
介
事
業
者
は

(一)
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、
こ
れ
と
誤
認
さ
せ
る
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
宣
伝
広
告
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
不
当
景
品
類

(二)
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
趣
旨
に
鑑

み
て
、
不
当
に
求
人
者
又
は
求
職
者
を
誘
引
し
、
合
理
的
な
選
択
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
不
当
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

求
職
の
申
込
み
の
勧
奨
に
つ
い
て
は
、
求
職
者
が
希
望
す
る
地
域
に
お
い
て

(三)
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
業
紹
介
事
業
の

質
を
向
上
さ
せ
、
こ
れ
を
訴
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

職
業
紹
介
事
業
者
が
求
職
者
に
金
銭
等
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

は
好
ま
し
く
な
い
こ
と
。

九

職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う
離
職
状
況
に
係
る
調
査
に
関
す
る
事
項

（
新
設
）

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
法
第
三
十
二
条
の
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報

(一)
の
提
供
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
の
う
ち
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
（
以
下
こ
の
九
に
お
い
て
「
無
期
雇
用
就

職
者
」
と
い
う
。
）
が
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
四
条
の
八
第
三
項
第
二

号
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
当
該
無
期
雇
用

就
職
者
に
係
る
雇
用
主
に
対
し
、
必
要
な
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
。求

人
者
は
、
無
期
雇
用
就
職
者
を
雇
用
し
た
場
合
は
、
可
能
な
限
り
、
当
該

(二)
無
期
雇
用
就
職
者
を
紹
介
し
た
職
業
紹
介
事
業
者
が
行
う

の
調
査
に
協
力
す

(一)

る
こ
と
。

第
六

法
第
四
十
二
条
の
二
に
関
す
る
事
項
（
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
等
の
責
務
）

（
新
設
）
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一

労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
等
か
ら
の
苦
情
の
適
切
な
処
理

労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
又
は
募
集
受
託
者
は
、
職
業
安
定
機
関
、
特
定
地
方

公
共
団
体
等
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
当
該
事
業
に
係
る
募
集
に
応
じ
て
労
働
者
に

な
ろ
う
と
す
る
者
か
ら
の
苦
情
を
迅
速
、
適
切
に
処
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

及
び
改
善
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

二

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
の
責
務

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
相
談
窓
口
の
明
確
化
等
、
当
該
事
業

(一)
に
係
る
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
並
び
に
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
及
び
募

集
受
託
者
か
ら
の
苦
情
を
迅
速
、
適
切
に
処
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び

改
善
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
の
個
人

(二)
情
報
の
収
集
、
保
管
及
び
使
用
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第
四
の
一
を
踏
ま
え

る
こ
と
。
ま
た
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
第
四
の
二
を
踏
ま
え

、
秘
密
に
該
当
す
る
個
人
情
報
の
厳
重
な
管
理
等
、
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る

者
の
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
を
行
う
こ
と
。

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
募
集
に
応
じ
た
労
働
者
か
ら
、
そ
の

(三)
募
集
に
関
し
、
い
か
な
る
名
義
で
も
報
酬
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
行
う
者
は
、
労
働
争
議
に
対
す
る
中
立
の
立
場
を

(四)
維
持
す
る
た
め
、
同
盟
罷
業
又
は
作
業
所
閉
鎖
の
行
わ
れ
て
い
る
事
業
所
に
関

す
る
募
集
情
報
の
提
供
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

第
七

法
第
四
十
五
条
の
二
に
関
す
る
事
項
（
労
働
者
供
給
事
業
者
の
責
務
）

（
新
設
）

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
当
該
事
業
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
改
善
向
上
を
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図
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

一

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
供
給
さ
れ
る
労
働
者
に
対
し
、
供
給
さ
れ
る
労
働
者

で
な
く
な
る
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号

）
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
を
含
む
労
働
組
合
の
規
約
を
定
め
、
こ
れ

を
遵
守
す
る
等
、
民
主
的
な
方
法
に
よ
り
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
無
料
で
労
働
者
供
給
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。

四

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
供
給
さ
れ
る
労
働
者
か
ら
過
度
に
高
額
な
組
合
費
を

徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

五

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
供
給
さ
れ
る
労
働
者
の
就
業
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、

労
働
者
供
給
事
業
者
又
は
労
働
者
供
給
を
受
け
る
者
が
社
会
保
険
及
び
労
働
保
険

の
適
用
手
続
を
適
切
に
進
め
る
よ
う
に
管
理
す
る
こ
と
。

六

労
働
者
供
給
事
業
者
は
、
職
業
安
定
機
関
、
特
定
地
方
公
共
団
体
等
と
連
携
を

図
り
つ
つ
、
当
該
事
業
に
係
る
供
給
さ
れ
る
労
働
者
か
ら
の
苦
情
を
迅
速
、
適
切

に
処
理
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
及
び
改
善
向
上
に
努
め
る
こ
と
。


